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申告書提出期限　令和８年２月２日（月）申告書提出期限　令和８年２月２日（月）

　平素より、本市税務行政にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、固定資産税は、土地・家屋の他に、償却資産（事業用資産）についても課税の対象
となります。償却資産は申告制度が取られており（地方税法第３８３条）、毎年 1 月 1 日現在
における償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
　つきましては、令和８年１月１日現在の償却資産の所有状況について申告書を作成し、
期限までに提出していただきますようお願いいたします。

※提出前に、P16「申告する際のチェックポイント」をご確認ください。※提出前に、P16「申告する際のチェックポイント」をご確認ください。

◎郵送で申告することもできます。申告書の提出先は裏表紙をご確認ください。
　なお、控えの返送を希望される方は、控え用の申告書（記入した申告書をコピーしたもの）
と切手を貼った返信用封筒（返送先記入）を同封してください（返信用封筒がない場合は、
控え用の申告書を返送することができません）。
◎e L T A X による申告もできます。（Ｐ２参照）

期限間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、１月１6 日（金）までの提出にご協力
をお願いいたします。

（市役所A棟２階）

令和９年度申告より申告書の手引きの同封が無くなります。
　入間市では、紙の使用量を減らしペーパーレス化を推進するため、
　令和９年度申告より申告書の手引きの同封が無くなります。
　償却資産の申告に関することを市役所 HP にて掲載しておりますので、
　ぜひご活用ください。
　　https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/shisanzeka/zeikin/5/3102.htm I
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A : 申告は必要です。申告年度の償却資産の変更の有無を確認しますので、申告をお願いし

　　ます。償却資産の内容に変更がない場合は申告書の「18備考（添付書類等）」の「2. 増

　　減なし」を◯で囲んで提出してください。

A : 償却資産の納税義務者は、賦課期日（１月１日）現在において償却資産を所有している

　　方となりますので、償却資産をリースで使用している場合は、リース会社の申告となり

　　ます。ただし、リース期間終了後、無償で譲渡されることを条件に借りている場合や割

　　賦販売など実質的に所有権留保付売買とみられる場合は、借主の申告となります。（Ｐ3.

　　４. リース資産の取扱い参照）

A : 申告は必要です。税務署への申告は国税に関するもので、市役所への申告は固定資産税

（償却資産）に関するものです。

A : 申告は必要です。家屋の評価に含まれていないルームエアコン、舗装路面、自転車置場

　　等が対象となります。

A : 償却資産は土地・家屋のような登記制度がないため、地方税法第383条の規定により、

　　所有者は毎年賦課期日（１月１日）現在の資産を申告する義務があります。

A : 賦課期日（１月１日）現在所有している事業用の償却資産について申告が必要です。

　　申告いただいた償却資産について、取得価額、取得年月、耐用年数に基づき評価計算を

　　行い課税標準額を算出しております。所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円

　　未満と思われる場合でも申告が必要です。

A : ご契約後に取り付けた、内装造作工事や水廻り増設工事などはテナント側が償却資産の

　　申告をしてください。

機械をリースにより導入しました。リース期間中の償却資産の申告・納税は、当社とリー

ス会社のどちらになるのでしょうか？
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